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 令和８年２月１６日付、公告第１３４号「小郡駐屯地宿舎給湯器取替」の仕様書を別紙のとお

り変更する。 

 



件　　名

図面名 称 表 紙

－ 図面番号縮 　 尺

作成 者業務 隊長

陸上自 衛隊　 小郡駐 屯地業 務隊　厚生科

１／ ２

厚生科長 厚生班長

小郡駐屯地宿舎

給湯器取替

小郡駐屯地宿舎給 湯器取替

令和８年２月１０日作成年月日

変更年月日 令和８年２月１７日



図 面 名 称 仕 様 書

件 　 　 名

縮 　 　 尺 図面番号

　　　　　　　　仕　　　様　　　書
１ 　 件 　 　 名

２ 　 場 　 　 所

３ 　 適 用 範 囲

陸 上 自 衛 隊 　 小 郡 駐 屯 地 業 務 隊 　 厚 生 科

２ ／ ２－

４ 　 期 　 間

５ 　 概 　 要

福 岡 県 小 郡 市 　

本 仕 様 書 は 、 小 郡 駐 屯 地 宿 舎 で 実 施 す る 「 小 郡 駐 屯 地 宿 舎 給 湯 器 取 替 」

に つ い て 適 用 す る 。

小 郡 駐 屯 地 宿 舎 給 湯 器 取 替

契 約 日 よ り 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で

    小 郡 駐 屯 地 宿 舎 給 湯 器 取 替

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ０ 日
令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日

作 成 年 月 日

変 更 年 月 日

(1)　 給 湯 器 取 替 （ 新 設 ： ノ ー リ ツ 　 SRT‐ C2061SAWXBL） 　 １ ０ 台

(2)　 リ モ コ ン 取 替 （ 新 設 ： ノ ー リ ツ 　 RC‐ B001） １ ０ 台

(3)　 配 管 カ バ ー 取 替 （ 新 設 ： ノ ー リ ツ 　 H68‐ K　 450‐ W） 　 １ ０ 台

６ 　 一 般 事 項

(1)　 本 作 業 は 、 本 仕 様 書 及 び 本 設 計 図 に よ る ほ か 、 関 係 諸 法 規 を 尊 守 し 実 施 す る 。

(2)　 写 真 は 、 作 業 前 ・ 作 業 後 ・ 主 要 な 作 業 段 階 毎 及 び 監 督 官 の 指 示 す る 箇 所 を

撮 影 し 、 工 事 用 写 真 帳 に 整 理 後 、 １ 部 提 出 す る 。 な お 、 写 真 デ ー タ に つ い て は 、

確 実 に 消 去 す る こ と 。

(3)　 作 業 中 、 他 の 箇 所 に 汚 損 又 は 破 損 等 を 及 ぼ し た 場 合 は 、 速 や か に 監 督 官 に

報 告 す る と と も に 受 注 者 の 責 任 に お い て 速 や か に 現 状 復 旧 す る も の と す る 。

(4)　 作 業 中 の 安 全 管 理 に は 十 分 留 意 し 、 事 故 等 が 発 生 し な い よ う 万 全 を 期 す 。

(5)　 作 業 中 で 発 生 し た 金 属 類 に つ い て は 、 発 生 材 調 書 を 作 成 の 上 、 監 督 官 に

引 継 ぐ こ と 。 尚 、 そ の 他 の 発 生 材 は 、 受 注 者 の 責 任 に お い て 場 外 で 適 切 に

処 分 す る こ と と す る 。

(6)　 本 仕 様 書 及 び 作 業 に 際 し 疑 義 を 生 じ た 場 合 は 監 督 官 と 協 議 し た 後 、 実 施 す る 。

７ 　 特 記 事 項

(1)　 監 督 官 の 指 示 す る 書 類 を 、 速 や か に 提 出 す る こ と 。

(2)　 使 用 部 品 は 、 上 記 規 格 の 同 等 品 以 上 と す る 。

(3)　 既 設 配 管 保 温 筒 等 を 一 時 撤 去 す る 場 合 は 、 確 実 に 現 状 復 旧 す る こ と 。

(4)　 施 工 日 時 に つ い て は 、 監 督 官 と 十 分 調 整 し 、 実 施 す る も の と す る 。

(5)　 入 居 者 に 対 し 、 使 用 要 領 の 説 明 を 行 う こ と 。


